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一　般

世帯所得区分 月額負担上限額

  

先
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、

町
長
選
挙
を
次
の
と
お
り
執
行
し
ま

す
。

▼
投
票
日
　
11
月
26
日（
日
）

  

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午

後
８
時
ま
で
。
投
票
所
に
は
赤
ち
ゃ

ん
や
小
さ
い
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
い

て
も
入
場
で
き
ま
す
。

　
投
票
所
の
場
所
は
、
11
月
21
日
発

送
予
定
の
入
場
券
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
前
投
票
　

　
投
票
日
当
日
に
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー

等
で
不
在
の
方
は
、
次
の
期
間
で
期

日
前
投
票
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
そ

の
際
、
郵
送
さ
れ
た
入
場
券
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。（
印
鑑
は
不
要
）

・
と
き
　
11
月
22
日（
水
）〜
11
月
25

日（
土
）の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

８
時

・
と
こ
ろ
　
役
場
４
階
第
１
会
議
室

▼
開
票
日
　
11
月
26
日（
日
）午
後
８

時
45
分
〜
　
大
磯
小
学
校
体
育
館

◇
立
候
補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
町
長
選
挙
に
立
候
補
を
予
定
さ
れ

て
い
る
方
は
、
次
の
と
お
り
事
前
説

明
会
等
を
行
い
ま
す
。
立
候
補
の
届

出
に
必
要
な
書
類
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
事
前
説
明
会
　

・
と
き
　
10
月
17
日（
火
）

　
午
後
１
時
30
分
開
始

・
と
こ
ろ
　
役
場
４
階
第
１
会
議
室

▼
事
前
相
談

・
と
き
　
10
月
31
日（
火
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

・
と
こ
ろ
　
役
場
４
階
第
１
会
議
室

▼
事
前
審
査

・
と
き
　
11
月
10
日（
金
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

・
と
こ
ろ
　
役
場
４
階
委
員
会
室

▼
告
示
日
・
立
候
補
届
出
日

・
と
き
　
11
月
21
日（
火
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

・
と
こ
ろ
　
役
場
４
階
委
員
会
室

◎
問
い
合
わ
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会

　
☎
内
線
２
２
８

　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
よ

り
、
10
月
か
ら
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
や
利
用
者
負
担
が
一
部
変

更
と
な
り
ま
す
。

【
補
装
具
の
給
付
】

　
こ
れ
ま
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
方
が
補
装
具
を
購
入
ま
た

は
修
理
を
行
っ
た
際
の
自
己
負
担
額

は
、
世
帯
員
全
員
の
所
得
税
額
に
基

づ
き
決
定（
応
能
負
担
）し
て
い
ま
し

た
が
、
10
月
１
日
か
ら
は
、
所
得
税

額
に
関
わ
ら
ず
、
月
ご
と
に
負
担
上

限
額
が
設
定
さ
れ
、
原
則
と
し
て
費

用
総
額
の
１
割
負
担（
定
率
負
担
）に

変
更
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
定
所
得
以
上
の
世
帯

に
属
す
る
方（
本
人
ま
た
は
世
帯
員

の
う
ち
、
町
民
税
所
得
割
税
額
が
50

万
円
以
上
の
場
合
）は
、
支
給
対
象

外（
全
額
自
己
負
担
）と
な
り
ま
す
。

【
地
域
生
活
支
援
事
業
】

　
地
域
生
活
支
援
事
業
と
は
、
国
全

体
の
統
一
的
な
基
準
で
行
う「
介
護

給
付
」や「
訓
練
等
給
付
」と
は
異
な

り
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
地
域

の
特
性
を
生
か
し
た
事
業
を
展
開
す

る
も
の
で
す
。

　
当
町
で
は
次
の
事
業
の
実
施
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

○
相
談
支
援
事
業

　
現
在「
障
害
者
生
活
支
援
事
業
」と

し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
、
社
会

福
祉
法
人
に
委
託
し
ま
す
。
利
用
者

負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業

　
現
在「
手
話
通
訳
者
派
遣
事
業
」と

し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
利
用
者
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

　
現
在「
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
」

と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
ス
ト
マ

用
装
具
が
補
装
具
か
ら
移
行
さ
れ
る

等
、
品
目
の
一
部
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

利
用
者
負
担
は
原
則
１
割
に
な
り
ま

す
。

○
移
動
支
援
事
業

　
現
在「
外
出
介
護
」と
し
て
実
施
し

て
い
る
も
の
で「
介
護
給
付
」に
お
け

る「
行
動
援
護
」に
該
当
し
な
い
方
が

利
用
す
る
も
の
で
す
。
利
用
者
負
担

は
原
則
１
割
に
な
り
ま
す
。

○
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
機
能
強

　
化
事
業

　
障
害
を
お
持
ち
の
方
に
対
し
、
創

作
的
活
動
や
生
産
活
動
等
の
日
中
活

動
を
支
援
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
の
機
能
を
充
実
強
化
す
る
こ
と

で
、
地
域
生
活
支
援
の
促
進
を
図
り

ま
す
。
利
用
者
負
担
は
原
則
１
割
に

な
り
ま
す
。

○
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
現
在「
重
度
障
害
児
者
等
入
浴
サ

ー
ビ
ス
事
業
」と
し
て
実
施
し
て
い

ま
す
。
利
用
者
負
担
は
原
則
１
割
に

な
り
ま
す
。

○
生
活
サ
ポ
ー
ト
事
業

　「
介
護
給
付
」に
該
当
し
な
い
た
め
、

通
常
の
ヘ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
利
用

で
き
な
い
方
に
対
し
、
必
要
に
応
じ

て
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
ま
す
。
利
用

者
負
担
は
原
則
１
割
に
な
り
ま
す
。

○
日
中
一
時
支
援
事
業

　
障
害
を
お
持
ち
の
方
に
対
し
、
日

中
に
お
け
る
活
動
の
場
を
確
保
す
る

こ
と
で
、
介
護
を
行
う
家
族
の
一
時

的
な
休
息
を
確
保
し
ま
す
。
現
在
実

施
し
て
い
る「
日
帰
り
短
期
入
所
」が

含
ま
れ
ま
す
。
利
用
者
負
担
は
原
則

１
割
に
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎（
73
）４
５
３
０

投
票
日
は

投
票
日
は

11
月
26
日（
日
）

大
磯
町
長
選
挙

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
に
よ
り

制
度
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

１０
月
か
ら※1　低所得１…町民税非課税世帯であって、

障害者本人（18歳未満の児童の場合はその保
護者）の年間収入額が80万円以下のもの。

※2　低所得２…町民税非課税世帯であって、
障害者本人（18歳未満の児童の場合はその保
護者）の年間収入額が80万円を超えるもの。


